
地域包括支援センターだより
大崎町

【お問い合わせ先】　大崎町地域包括支援センター　☎099-471-7828　FAX099-471-7928　役場保健福祉課６番窓口

暮らしのコンシェルジュ

　当センターは、高齢者の暮らしについてさまざまな相談や要望に応える『よろず相談窓口』です。 
　暮らしのコンシェルジュに多く寄せられるご相談と対応を紹介します。 
　今月は、『介護施設の料金の違い』について取り上げてみたいと思います。
　⃝相談内容…老人ホームなど介護施設の料金はどれくらいでしょうか。
　⃝対 応 策…施設の種類、要介護度などによって料金が異なります。

施設の種類 月額利用料の目安 町内の施設

特別養護老人ホーム ７～ 11万円 回生園

介護老人保健施設 5.5 ～ 10万円 サンセリテのがた

グループホーム ９～ 10万円 回生園、すまいる、るーぴんのさと

介護付有料老人ホーム ９～ 11万円 菱の里、エコルたちお野

住宅型有料老人ホーム ８～ 10万円 なし

養護老人ホーム 前年度の収入に応じて なし

◎特別養護老人ホーム、介護老人保健施設…介護保険で利用できます。
　・施設サービス費（おむつ代含む）＋食費＋居住費＋その他（日常生活費など）
　・食費と居住費は、役場保健福祉課介護福祉係に申請することで減額される場合があります。
　・居住費は個室、２～４人部屋に応じて設定されています。

◎認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）…介護保険が一部利用できます。
　・サービス費＋食費＋居住費＋水道光熱費＋その他（日常生活費など）
　　※食費、居住費、水道光熱費、おむつ代は実費負担（公的な助成はありません） 

◎有料老人ホーム…住宅型と介護付があり、介護付は介護保険が一部利用できます。
　・住宅型…訪問介護など外部サービスを利用するタイプ
　・居住費＋管理費＋光熱費＋食費＋その他（日常生活費など）
　　※すべて実費です。外部サービス費は含まれていません。

　・介護付…介護保険の特定施設の指定を受けたタイプ
　・サービス費＋居住費＋管理費＋光熱費＋食費＋その他（日常生活費など）
　　※食費、居住費、水道光熱費、おむつ代は実費負担（公的な助成はありません）

　以上の施設は入居の申し込みを施設に直接行います。また月額利用料はあくまで目安ですので、
実際と差異があることをご理解ください。
　各施設のパンフレットを用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
　※次号、養護老人ホームについて紹介いたします。
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